
◆ 令和５年度特定（産業別）最低賃金の決定・改正までの過程

関係労使
からの申出

諮 問
（必要性）

〔必要性〕
調査審議

〔必要性〕
答申

鳥取地方最低賃金審議会
（専門部会）

必要性
あり

諮 問
（金額）

〔金額〕
調査審議

〔鳥取労働局長〕

〔改定額〕
決議

改定額
決定

効力発生

〔鳥取労働局長〕

〔改定額〕
答申

関係労使による
異議申立

※最低賃金審議会令第6条第5項

の適用により、専門部会の決議
が審議会の決議となる。

官報公示

（30日以上）

（７月３１日）
（９月１１日専門部会）
（９月１３日本審）

（１０月３日～１０月１８日）

異議審

異議申立が
あった場合

全会一致

鳥取地方最低賃金審議会

（15日間）
（専門部会）

 各種商品小売業 （１２月１５日）
 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械

器具、情報通信機械器具製造業 （１２月１７日）
（注意）
・日付は本年度の日程である。
・鳥取地方最低賃金審議会では専門部会を開催して必要性の審議を行っている。

労働局の動き

審議会の動き

katayamar
フリーテキスト
別添２


